
地域包括支援センター等へ連絡地域包括支援センター等へ連絡



地域包括支援センターの活用地域包括支援センターの活用

主治医（医療機関）

社会福祉士 保健師等 主任ケアマネ

（機能）

1.総合的な相談窓口機能

（認知症／生活機能、

退院時連携等）

2.介護予防マネジメント

3.包括的・継続的なマネジメント

地域包括支援センター

基本チェックリスト

自己記載

外来患者

生活機能関連項目
・外出頻度
・屋内／屋外

移動の自立度
・痛みの有無

など

（期待される役割）

1.傷病に関する診断・治療
2.生活機能低下要因の

評価と除去
3.外来患者の生活機能の

把握(ﾊｲﾘｽｸ群の抽出)
4.日常生活の指導助言
5.状況に応じた関係機関
の紹介(専門医、地域
包括支援センター等)

6.ケアマネや地域包括支援
センター職員との連携

・ﾊｲﾘｽｸ者の
紹介

・情報提供
(ﾘｽｸ評価等)

・指導助言

地域包括支援センター運営協議会

サービス提供者
・介護保険施設
・居宅サービス
・居宅介護支援

NPO・住民団体・老人ｸﾗﾌﾞ

行政機関
保健所等

地域医師会

運営支援等

状況報告

居宅介護支援事業所

注1.軽度要介護者の場合、
主治医とケアマネの連携
は必須。

注2.ﾊｲﾘｽｸ高齢者に関しては、
主治医と地域包括支援
ｾﾝﾀｰ担当者の連携は必須。

連携

新予防
給付対
象者のﾏ
ﾈｼﾞﾒﾝﾄ
を依頼 状況

報告


